
南風原町デジタル通知システム構築及び導入支援業務に係る制限付般競

入札の実施及びこの入札に参加する者の資格にっいて(公告)

地方"治法(昭和22年法〒誹j67'牙)第234条第1項及び地方自治法施lf令(昭和22年政

令第16 功第167条の5の2の■聢'により制1鯲付一州畷争入札を剣価するため、同令第167条

の6及び南属啄町契約規則(平成20年4月11ヨ規則第U号)第5条のス聢により、次のよう

に公告する

なお、本契約に係る制隈付般競争入札に参加する資格を得ようとする省は、下,dの

要領により制限付般競条入札参加資格確認申請井及び関係書類を提出すること

南風原町公告第5号

人札に付する事項

業務名:南風原町デジタル通知システム構築及び導人支援業務

業務内容:別添「南風原町デジタル通知システム構築及び導入支援業務仕様書」のと

おり

契約期問:契約締結日から令和9年3月31日

履行期限.構築業務:契約締結日から令和8年6門30日

導入支援業務:構築充了から令和9年3月31M

令和8午4月22日

入札に参加する者に必要な資格

本業務の入札に参加することができる者は、次に掲げる要作を全て満たす者とする。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第 16号)第 167条の4の規定に該当しな

いこと。

2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第

2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にあ

る団体に該ゞ1しない者であること。

3)会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなさ
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れている者又は民事再生法(平成Ⅱ年法律第225号)に基づき再生手続開始の

申立てがなされている者ではないこと。

(4)期限の到来している国税、都道府県民税及び市区町村民税を充納してぃること

(5)下記の要件を満たすスタートアップ企業であること

ア未上場かつ創業から 15年以内であること。

イプロダクト(サービス含む)を市場に提供しており、構築期問終fまでに地

域へのサービス実装が実現できること。

ウ発行済株式の総数のν2超を単一の「対象外企業」に保有されている企業、

又は発行済株式の総数の2/3以上を複数の「対象外企業」に保有されている

企業に該汽しないこと(※対象外企業:帛旧寺雇用する従業員数が500人以 1二

の企業)。

(6)直近3年以内(令汎15年から令和7年)に 5 内治体以上で導入実績があるこ

と

3、入札参加希望者の申請方法及び受付期間等

a)本業務の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下川ヨ請書等」とい

う。)を所定の期日までに提出し、入札参加資格の確認を受けなけれぱならない

なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、人札参加資格があると。忍め

られた者でなけれぱ、本入札に参加することができない。

ア入札参加資格確認申請書(様式第卜号)

イ登記事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し(発行から3力月以内のもの

ウ印鑑証明書ψE本)及び使用印鑑届

工本業務を1丁う事業者の国税(法人税及び消費税及び地方消費税(その3の3)

都道府県税(法人都道府県民税及び個人事業税)、市区町村民税(法人市区町

村税及び固定資産税)の完納を証明できるもので公告日より3力月以内のも

の。写しの提出又は納税証明書の代わりに未納がないことを確,忍できる書

類の提出も可。

オ業務実績書(様式第2号)

※「令和7・8年度南風原町入札参加有資格業者名簿」に登録されてぃる業者

については、イ及びウの提出不要。

※落札業者は、オに記載の実績が分かる契約書の写しを契約時までに提出する

こと



2)提出方法

前・月に掲げる書類のデータ(PDF形式)を電子メールにて提出後、電話にて到達

確認を行うこと。また、原本は入札時に提出すること

提出先 12.問い合わせ先に記載のとおり

(3)提出期限

電了メールによる提出期限令和8年5月13日(フk)午後51侍

※原本は入札時に提出すること。

(4)その他

ア提出する書類の作成及び提出に係る費用は、申需者が負扣するこ

イ提出された書類は返却しない。

ウ提出された書類の提出後の差し替え及び再提出は,忍めない

工提出された書類は、入札参加資格の確認以外に無断で使用しない

オ提出期限までに提出井類を提出しない者の人札参加は',忍めない

入札参加資格の確認結果

令和8年5月18日綱)午後5時までに、申訥者に対し入札参加資格結果を電子

メール及び電話にて通知する。認、定を受けたものに限り入札に参加することができる。

ただし、入札参加資格があると認、められた者であっても、郁儲忍結果の通知後に入札資

格を欠くこと等が判明した場Aは、その確認結果を取り消す

入札に関する質問及び回答

(1)受付期限

公告の日から令和8年4月30日(木)午後51侍まで

(2)質問方法

質問キ(様式第3号)に質問事項を記載のうぇ電子メールにて提出し、電話にて

到達確認を行うこと

(3)提出先

12、問い合わせ先に記載のとおり

(4)回答

令和8年5月7日(木)午後5時までに南風原町ホームヘージに掲小



6.入札の日時及び場所

(1)日時令和 8年5月21日(木)

(2)場所南風原町字兼城686番地

7 入札方法

(1)人札禽(様式第4号)は持参により提出すること。電報、郵送及びファクシミ

りによる入札は認めない。

(2)落札決定にあたっては、入札齊に記載された金額に当該金額の100分の10に相

虫する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方

消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見稍もった契約

希望金額のH0分の100に相当する金額を入札書に記戦すること

(3)再度の入札執行回数は、 2同までとする。

(4)初回入札時に枯算内'犬⑬(様式第5号)を提出すること初回入札金額と積算

内訳書の金額は同額とすること

乍前10時00分

南風原町役場庁舎41砦

入札保証金及び契約保証金に関する事項

a)入札保,正金は、入札額の100分の5以上を納付することただし、南風原町契

約規則第9条に該当する場合は免除等をすることができる

(2)契約保。正金は、契約金額の100分の10以ヒを納付することただし、南風原町

契約規則第33条に該当する場合は免除等をすることができる

401会議室

契約に関する亨項

a)契約締結後受注者は、業務完ア検査に合格したときは、契約金額の支払を請

求することができる。南風原町は、受注者より請求があったときは、請求を受

けた日から30日以内に契約金額を支払う

2)契約内容については、卿蜂氏「南風原町デジタル通知システム構築及び導入支

援業務契約書」を基に協議して決定する

10.入札の無効

次の各号のいずれかに該当する人札は、無効とする。

(1)入札に参加する資格のない者及び申請書に虚偽の記載をした者がした人



(2)委任状(様式第6号)を持参しない代理人がした入札

(3)同事項について、 2通以上の入札書が提出された入札

(4)入札者が他の代理を兼ね、又は代理人が2人以上の者の代理をしてなした人ホ

(5)連合その他不正行為によってなされたと認められる入札

(6)入札書の標記金額を訂正した入札、又は¥マークの記赦がない入札

(フ)入札書にad名押印を欠いた、又は重要な心載事項にっいて判読できない入札

(8)誤字、脱字等により意思表小が不明瞭で判統できない入札

(9)入札書の日付を欠いた入札、又は入札の年月日と合わない入札

ao)鉛筆等奔易に消去が可能な築,e用具を使用して,己載された人札

(1D 1与度の人札の場合は、当該再度の入札に係る案件の初度(3回日の場合は、ネ

度及び2回倒)の入札に不参加の者がした入札

a2)郵送による人札

a3)その他入札に関する条件に違反した入札

Ⅱ.その他

(1)入札説明会は開催しない

(2)その他の嘔項について、入札心得を確認すること

12.問い合わせ先

南風原町総務部企画財政課担当仲村

〒901・Ⅱ95 南風原町字兼切戈686番地

電,舌番号:098-889-3792

E・mail: dxsuishin@town.haebaru,1名.jp


